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本日御議論いただきたい内容

⚫ 第５回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計ワーキンググループ（以下「第５回WG」という。）

では、ファイナンスの円滑化に向けて、必要な投資資金を確保するための方策や民間融資の拡大に向けた

方策について御議論をいただいた。

⚫ 当該御議論では、公的融資の対象、民間融資の拡大に向けた方策では、民間金融機関と協調する形で、公

的機関が、大規模・長期の資金を必要な投資に融資するといった仕組みの在り方について御議論いただき、

具体的な内容について、スピード感を持って検討していくべき、といったご意見をいただいたところ。

⚫ 本日は、第５回WGでの議論を踏まえ、今後の電力分野のファイナンスの円滑化に向けて、政府の信用力

を活用した融資制度の詳細について御議論いただきたい。
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WGでの主なご意見（第5回WG）①
⚫ ファイナンスについて、資金調達への懸念が必要な投資の足かせになってはならない点に賛同。欧州ではGX投資について公的

信用力を活用した資金調達が行われているので、提示いただいた方策で進めたら良いのでは。例えば融資について、プロジェ

クトファイナンスであればプロジェクトの事業性に対する信用性付与、コーポレートファイナンスであれば事業主体の信用補

完という効果がある。GX文脈の公的融資はプロジェクトファイナンスの方がなじむところあると考える一方、事業主体の信用

力補完のニーズもあると思うので、その場合、コーポレートファイナンスでも、資金使途の明確化や、融資より債務保証を活

用する方策も考えられる。いずれにせよ詳細の検討が進むと解決すべき論点が非常に多く出てくると思うので、スピード感を

持った対応が必要ではないかと考えている。

⚫ 今後、具体的な検討を進める上で、公的融資の対象を設定するかが重要な課題。脱炭素電源等に限定するのか、脱炭素にむけ

たトランジションの過程で役割が期待される火力も対象にするのか、供給力確保、脱炭素、様々な課題が電力市場にあるわけ

だが、どのような観点から対象を考えるか、ファイナンスの目的を明確にする視点が大切と感じた。

⚫ 金融機関にとって、融資を通じ、電力産業を支え、貢献することは重要。電力の安定供給、トランジション、低炭素、脱炭素

という流れの中、大規模案件が同時期に集中的に発生することが想定される。電力分野の設備投資は、送配電、発電であれ、

投資回収に非常に長時間を要する特徴を持つ。公的機関による大規模・長期の融資機能は、金融機関から見てありがたい。詳

細設計は今後議論すると思うが、各事業者、各案件によって置かれている状況は異なる。一定の基準を設けながら、電気の安

定供給、トランジションに必要な案件にはきちんと必要な資金が回るよう、官民を挙げて協力できれば。投資拡大には、外部

投資家や他業界から資金を招くことも必要。電力事業への投資を継続させるためにも、成長性やリターンの期待は大きな要素。

適正な事業報酬確保はしっかりと検討いただきたいし、魅力的な事業環境に繋がるよう議論を具体化いただきたい。

⚫ 挙げていただいた必要な投資資金確保の方策、民間融資拡大の方策について、関係各所からのヒアリングを踏まえられており、

必要な対応と考える。債券投資家サイドでも、ローンサイドの支援状況を気にするので、安心材料になりうる。今後、早期の

ファイナンス実現に向け、スピード感を持って具体的内容を示しつつ進めることが重要。最近のサステナブルファイナンスの

潮流として、国内投資家、金融機関含め、自らのファイナンスによって社会課題改善にどれだけ寄与したかを定量的に把握し

たい流れがある。政策的必要性の視点、とあるが、供給力、脱炭素に加え、支援事業の推進による、例えば雇用維持推進効果、

地域経済効果、既に出ている情報もあると思うが、様々な波及効果についても定量・可視化すると、ファイナンスの意義づけ

が更に増すので、有効か。
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WGでの主なご意見（第5回WG）②

⚫ 公的機関によるファイナンス検討となると、このWGに留まらず、政府の幅広い議論が必要。それなりに慎重な制度設計が必要

だと思う。

⚫ 需要増加に対応して、安定供給を見据えた投資が短期間に集中する中、必要な資金調達を円滑に行うためには、事業者の資金

調達能力の確保が極めて重要な要素。国が主体となって、適正な事業報酬率を確保し、事業の成長性を確保できる魅力的な事

業環境、及び公的信用補完、政府の信用力活用した公的融資の枠組みの整備について、是非進めて欲しい。 

⚫ 一般送配電事業者としては、今後も再エネ大量導入、DC等の大規模需要に関わる系統整備含め、事業を安定的継続的に進めて

いく必要がある。提案いただいた投資資金確保に向けた方策、民間融資拡大に向けた方策は、電力事業の成長や大規模投資に

資すると受けとめた。検討を進めていただければ。 

⚫ 必要な投資資金確保に向けた方策、民間融資拡大に向けた方策、これまでの議論踏まえ整理された内容なので異論無し。P.9、

海外の大規模電源への投資資金調達に向けた支援、支援対象とともに記載されている。今後、本WGでも支援対象について議論

すると考えるが、先ほど委員からもトランジション電源の重要性について言及があったように、今後の検討に際し、長期かつ

大規模な脱炭素電源投資の促進という観点に加え、安定供給確保の観点から、電源の脱炭素化に至る時間軸も踏まえ、トラン

ジション電源である水素、アンモニア混焼、CCS、LNG火力の対象化についても検討いただければ。 

⚫ 基本的に賛同いただき、フォローの意見もあった。スピード感持って、という意見も何回か聞かれた。事務局では、議論を踏

まえ、具体的な検討進めていただければ。 
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１．政府の信用力を活用した融資について

２．融資対象について

３．融資スキームについて
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大規模投資の必要性

⚫DXやGXの進展に伴い、今後、電力需要が増加する見通し。

⚫需要家の求める安定的な脱炭素電気の供給と、速やかな送電ネットワークへの接続が課題。

⇒今後、電力分野の脱炭素化を実現しつつ、電力の安定供給の確保を実現していくためには、電源や送配電
設備などの電力インフラに大規模投資を行う必要

電力分野のファイナンス環境

対応の方向性

⚫ 政府の信用力を活用した融資制度を創設することで、民間金融を補完し、必要な長期・大規模な電力分野の
投資を後押し。

 ⇒電力の安定供給や電力分野の脱炭素化といった需要家ニーズへの対応を迅速化

ファイナンスの円滑化に向けた融資制度について

⚫ 電源及び系統整備における建設期間は長期間にわたり、その建設期間中は収入がないため、事業者に多額の
資金立替負担が生じ、資金調達余力を圧迫。

⚫ 今後増加が見込まれる電力需要に対応し、十分な供給力を必要なタイミングまでに確保していくためには、
短期間に集中して、大規模な投資が行われる必要。

⚫ そのためには、あらゆる金融手法を活用する必要。他方、短期的には、資金調達の多くを民間融資に頼らざ
るを得ないが、短期間に多くの資金調達が行われることで、これまで以上に資金調達が困難になる恐れ。
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ファイナンス支援の必要性（イメージ図）

⚫ 電源や系統の整備にかかるリードタイムを考慮すると、 DXやGXによる今後の需要拡大や、2050年カーボン
ニュートラルに対応するためには、短期間に集中して、大規模な投資を行う必要。

⚫ そのため、特に、民間からの資金調達が難しい長期・大規模な投資に対し、政府の信用力を活用した融資制度
を活用した支援を行うことで、供給力確保や系統整備の対応を迅速化。

供給力（kW）

期間（年）

ファイナンス支援なし
ファイナンス支援あり

必要供給力

供給力確保の前倒し

政府の信用力を活用した融資制度により、
必要な設備投資を前倒し

民間投資
･･･
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イメージ図（供給力確保）
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融資制度の位置づけと融資の実施主体

⚫ 電気事業法では、小売電気事業者の供給能力確保義務により必要な供給力が確保されることが基本とされて

いるが、何らかの理由で必要な投資が行われない場合に備え、電力広域的運営推進機関（以下「広域機関」

という。）が、電源入札等の方法により、「供給能力確保の促進」についての業務を行うことができるとさ

れている。

⚫ 今回、新たに検討を行っている政府の信用力を活用した融資制度についても、供給能力確保の促進のための

制度として整理し、制度設計を行っていくことが、これまでの整理と整合的ではないか。そうした観点から、

新たな融資制度についても、広域機関が担うこととしてはどうか。

⚫ また、系統については、一般送配電事業者がエリア内における整備を行うことが基本であり、整備に要した

費用は、託送料金によって回収される仕組みとなっている一方で、広域機関が、広域連系系統のマスタープ

ラン等を策定するとともに、地域間連系線の整備等への貸付・交付金の交付業務等を行うことで、一般送配

電事業者に対し、必要な設備投資を後押しする体制が整備されてきたところ。

⚫ 今後、DX・GXが進展する中で、これまで以上に、迅速な系統アクセスへのニーズが高まることが想定され

る中で、地域間連系線に加え、必要な地内系統の整備についても、ファイナンス面での後押しを行っていく

必要。こうした地内系統整備に向けたファイナンス支援についても、広域機関が、地域間連系線の整備への

ファイナンス支援と一体的に担うこととしてはどうか。

⚫ なお、広域機関は、値差収益を原資とした連系線整備へのファイナンス支援を行っており、一定程度、融資

業務を行うことができる体制を有しているが、今後、新たな融資制度を担う場合には、更なる体制の強化が

必要となるのではないか。



【参考】電力広域的運営推進機関の概要

⚫ 2015年4月、送配電網の広域運用の司令塔として、電力広域的運営推進機関（電力広域機関）を

創設。本機関は、需給ひっ迫時における地域間の需給調整や、地域間連系線等の整備の推進を通

じ、全国大での系統運用を進めている。

⚫ 供給力確保のための容量市場の運営や再エネ出力制御の妥当性の検証、再エネ特措法に基づく

FIT・FIP納付金の管理等も実施している。

需給ひっ迫時における需給調整

10
（出典）電力広域機関HP

◆ 需給ひっ迫時に電気事業者に対して電源の焚き
増しや電力融通を指示し、需給調整を行う。
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【参考】電源入札制度 第33回 総合資源エネルギー調査会
電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会

（2021年4月20日）資料5 抜粋
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⚫ 新たな融資制度は、長期・大規模な電源、系統投資の資金調達時の課題に対応するためのものであり、融資の対象

については、電源・系統の規模や投資期間の観点から、一定の条件を付すことが必要ではないか。

⚫ 例えば、電源については、安定供給の確保という観点からは、「特定社会基盤事業者」の対象となる事業者の要件

（50万ｋW以上の発電設備を有すること）等を参考にしつつ、一定の出力規模以上の設備への投資を制度の対象に

することを基本としてはどうか。また、系統については、地域間連系線は、現行制度同様に、認定整備等計画で定

められた系統整備を制度の対象としてはどうか。地内系統については、基幹的な系統を対象とする観点で、上位二

電圧など一定以上の電圧に係る設備を制度の対象とすることを基本としてはどうか。

⚫ また、政策的なプライオリティを考えると、

➢ 電源については、今後、需要家側のニーズが高まることが想定される脱炭素電源への投資支援を行うことを基本
として、制度設計を行うこととしてはどうか。その際、具体的な電源種の絞り込みについては、脱炭素電源への
投資支援を行っている長期脱炭素電源オークションの対象電源を参考としつつ議論を行ってはどうか。

➢ 地内系統については、DXやGXなどの要請を踏まえ、需要家側のニーズへの対応の迅速化という観点から特に必
要性が高い案件への支援を行うことを基本として制度設計を行うこととしてはどうか。

⚫ 投資期間については、一般に、民間金融機関では融資が難しいとされる、原則10年以上の投資期間（投資時から回

収までの期間）を要する案件であることを条件としてはどうか。

⚫ 加えて、支援の許容性の観点からは、民間金融機関との協調の在り方や、融資対象事業者による資金調達に向けた

取組の状況などを確認し、必要と認められる場合に新たな融資制度による支援を受けられるよう制度設計を行う必

要があるのではないか。

⚫ 上記の基本的な方向性を踏まえた上で、詳細の条件については今後検討を深めてはどうか。
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融資対象のイメージ 
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【参考】他制度の例（経済安全保障推進法）

出典：内閣官房資料
https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/keizai_anzen_hosyohousei/r5_dai7/siryou1.pdf
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【参考】長期脱炭素電源オークションの対象電源

出典：電力広域的運営推進機関 長期脱炭素電源オークション（応札年度：2025年度）制度詳細説明会資料
https://www.occto.or.jp/market-board/market/oshirase/2025/files/202509_youryou_syousaisetsumei_long.pdf



【参考】地域間連系線における認定スキーム

⚫ 地域間連系線については、事業実施主体が認定を受けた場合に、特定系統設置交付金や広域機関からの

貸付を受けることができるスキームが措置されている。
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【参考】東電PG（印西・白井エリア）における
系統整備に関する状況
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⚫ 千葉県印西・白井エリアでは強固な地盤や都心へのアクセスの良さ等を背景に、データセンター
等の立地が進み、電力需要が増加。

⚫ 東電PGでは、こうした需要増に対応するため超高圧変電所（千葉印西変電所）を整備するなど
必要な対策工事を実施。

⚫ 他方、東電PGにおいて現在計画中の工事による供給可能量を超える需要の申込みがきており、
立地条件によっては更なる対策工事が必要となるため、数年以上の工期を必要とする場合も存在。

東京電力ホールディングス「世界を魅了するINZAIの激増する電力需要を支える挑戦」（2024/7/30）（2025/3/3閲覧）
https://www.tepco.co.jp/toudenhou/pg/1668074_9043.html

地下トンネル（洞道）内
部

工事イメージ
系統構成イメージ

新京葉変電所

白井
変電所
（将来）

千葉NT
変電所

千葉印西変電所

DC

DC

DC

DC DC

第2回次世代電力系統WG
（2025年3月17日）資料3 一部編集
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融資スキーム（資金調達）

⚫ 前述のとおり、新たな融資制度については、広域機関が担うことが一案。今後、融資スキームを具体化して

いくに当たり、公的な信用力を活用した資金調達手段を検討することとしてはどうか。

⚫ その際、調達した資金の償還を確実に進めていけるようにすることが必要となる。この点、民間の金融機関

と同様に、新たな融資制度においても、融資先から、一定のリスクプレミアムを徴収し、リスクへの備えと

することが必要となるのではないか。

⚫ 加えて、

➢ 融資先からの返済を一定程度確実なものとするため、電源については、長期脱炭素電源オークションの

落札案件、投資適格である契約先との長期PPA案件等の、投資回収の予見性が担保されている案件を対

象とするよう要件を設定する、

➢ また、例えば、融資業務に充てるため広域機関に国からの財政措置を行う、

➢ 広域機関が行う電源入札の仕組みを参考に、万一の場合に備え、安定供給のラストリゾートとしての役

割を有する一般送配電事業者から拠出金等を回収する枠組を設ける、

といった対応を行うこととしてはどうか。
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【参考】融資スキームのイメージ

電力
事業者

融資機関

民間
金融機関

経済産業省
各案件を事前に確認・審査
事前に審査基準を策定

融資

融資

⚫ 例えば、電源や系統整備などの、長期かつ大規模な投資案件に対して、公的機関が民間金融機関との協調

融資を行い、融資資金の量的補完を行う仕組みが考えられるのではないか。

⚫ なお、既存の公的な金融支援においては、対象を絞り込むうえで、一定程度政府が関与する仕組みとなっ

ていることが一般的。こうした例も参考にしつつ、政府の信用力を活用した融資制度の設計にあたっては、

一定のガバナンスを確保するため、事前に政府が確認・審査した案件を対象に融資を行う仕組みとするこ

とを検討してはどうか。

確認等

事前相談

【参考】産業競争力強化法における金融支援の仕組み*

【参考】CJ機構による金融支援の仕組み

事業者

金融機関 CJ機構

政府

回答

融資等
債務保証等

出所：株式会社海外需要開拓支援機構法に基づき、資源エネルギー庁にて作成

出所：経済産業省HP *2025/4以降、利子補給の新規認定は停止中

意見照会

*

第5回電力システム改革の検証を踏まえた制度設計WG
（2025年10月15日）資料4 抜粋
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【参考】広域機関規程類 第33回 総合資源エネルギー調査会
電力・ガス事業分科会 電力・ガス基本政策小委員会

（2021年4月20日）資料5 抜粋
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融資スキーム（官民協調）

⚫ 新たな融資制度は、官民協調・民業補完を原則とし、公的な制度の関与は、必要最小限のものとする必要

があるのではないか。

⚫ そのため、融資の実行に際しては、複数の民間金融機関からの融資があることを前提とし、融資額につい

ては、例えば、総融資額の3割程度など、一定の上限を設けることが必要ではないか。ただし、投資金額

が特に巨額となるようなプロジェクトファイナンス案件等については、案件ごとの特性に応じ、柔軟な上

限設定をすることが必要ではないか。

⚫ また、融資実行時の金利や融資期間は、民間金融で賄いきれない、長期かつ大規模な投資資金を補完し、

電気事業者が必要なタイミングまでに必要な投資を行えるようにする、という政策目的に適う適切な条件

を設定することが必要ではないか。

⚫ 加えて、新たな融資制度を利用する際には、民間事業者の投資効率化等の取組などの経営努力を可能な限

り促すことを前提とすべきではないか。そのため、事業者が策定する事業計画等の適切性や実行性を確認

できる枠組を構築するべきではないか。



（参考）融資スキーム（全体像のイメージ）

電気事業者

広域機関

民間
金融機関

経済産業大臣

融資

融資外部
（市場等）

資金調達

申請 確認等

返済

返済

事前相談

拠出金等
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＜融資制度スキームのイメージ図＞

融資申請
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